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令和７年度
仏 暦
2568年

西 敬 寺 永 代 経 法 要
５月１８日（日）

ご法話：堺市 真光寺御住職・文学博士 木村 世雄（きむら せいゆう）師
【ご讃題】
難思の弘誓は難度海を度する大船、

 無碍の光明は無明の闇を破する恵日なり。
親鸞聖人著『顕浄土真実教行証文類』総序文より

 ＊ご讃題とは、ご法話の中心となるテーマを示しています。いわば法話のタイトルです。

10:00～12:00（受付9:30より）
西敬寺の永代経法要とは（忘れえぬご門徒の願いを通して）

農作業の忙しい時、西敬寺の法要に行ってくると出かけてしまう父母が疎ましかった。

「一緒にどうだ」と言われても「お寺に行って何の得があるものか埒もないことだ」とそっけなく返していた。

そんな俺が今、西敬寺の法要ともなれば何を差し置いても参っている・・・ 若く健康で人生順調に行っていると

錯覚している間は、法話なんぞは聴こうと思えんかった。親父を送り、おふくろを介護している今、聴かずにはおら

れん自分がいる。聴きたいと願った時に聞く場所があって良かった。俺が聴くまで親父とおふくろは辛抱強く待って

いてくれた・・・ 聞くご縁とその場所（西敬寺）を護り続けてくれた。

若いもんがお寺になかなか来てくれない、俺も自分の息子を連れてこれてない・・・ でもな息子や孫たちが、聴き

たいと願った時に聞ける場所が無くなってしまったら、俺はお浄土で親父に合わす顔が無いんだ。

住職さん一緒にお寺を護って行こう！それこそ阿弥陀さんは、遥かはるか遠い昔から待ち続けてくださっている。

【皆様、どうか西敬寺が永代にわたり、ご法話をご聴聞できる場であり続けるようにご参拝くださいませ】

【ご講師からのメッセージ】
人生は少々のことならば自助努力で道は開けますが、生老病死の四苦に対しては無力です。昨年、小学校時代

の同級生から「僕の葬儀をしてほしい」と連絡がありました。それは御布施はいかほどに？という相談ではなく「死

について仏教ではどのように捉えるのか？」という真摯な問いであったと思います。

「死んだら終わりだ」、と投げやりな生き方を改め、唯々、お浄土に往き生まれるというお念仏の御教えに心を委

ねるのです。私たちは我執によってどのように捉えようとも、本願他力によって浄土に往生せしめられる、このことを

我が事として慶ぶのが浄土真宗なのです。

← こちらのQR コード

からもお申し込みい

ただけます。
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お布施をご奉納

下さる方（ご参

拝者）のご芳名

（連名も可）

法名簿ご記帳とご奉呈のお願い（同封の法名簿をご利用下さい。）

ご先祖（有縁の方々）の

ご法名をご記帳下さい

お亡くなりになられた年

月日（新しい方から順番

にご記帳下さい）

年回忌早見表と照らし

合わせてご記帳下さい。

ご 

記 

帳 

例

令和６年
年回忌早見表

１周忌 令和５年
３回忌 令和４年
７回忌 平成３０年
13回忌 平成２４年
17回忌 平成２０年
23回忌 平成１４年
27回忌 平成１０年
33回忌 平成４年
50回忌 昭和５０年

当日の服装とお持ち物に関して
・平服（仏様に対して節度を持った服装）でお願いします。

・お念珠・門徒式章（お持ちの方）はご持参下さいませ。

・お経本（写真）をご持参頂ければ幸いです。

→お持ちで無い方には当日受付にて貸出いたします。

男
性
用
は
紐
房

女
性
用
は
切
り
房

門
徒
式
章

御布施（参加費）に関して
右のような「のし袋」（もしくは白い封筒に等）に

お包み頂き「法名簿」とご一緒に受付にお預け下さい。

ご尊前にご奉呈申し上げます。心ばかりですが参拝記念

品をご進呈致します。

御
布
施

木
賣

慈
教

真
由
美

ご参拝者の
ご芳名
（連名も可）

上記の年回忌に該当され
るご遺族の皆様には特に心
掛けてご参加下さいますよ
うお願い申し上げます。

お
経
本

令和７年
年回忌早見表

１周忌 令和6年
３回忌 令和5年
７回忌 令和元年
13回忌 平成25年
17回忌 平成21年
23回忌 平成15年
27回忌 平成11年

33回忌 平成5年
50回忌 昭和51年

十
二
日
$
十
七
日
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長命寺様ご導師のもと長仙寺様・徳善寺様・正見寺様そして
西敬寺所属の釋康心さん・釋浩號さん・住職の僧侶7名と多
くのご門徒がご一緒に『正信偈』をお勤めしました
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西敬寺歳時記（10月～3月）
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に

長
野
市
立
山
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小
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に
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が
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た

だ
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ま
し
た
J

例
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行
わ
れ
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い
る

P
T
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主
催
の
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演
会
の
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に
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し
て
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養
部

長
が
ア
ン
ケ
´
ト
を
取

ら
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た
と
こ
ろ
住
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へ

北海道にて仏具全般を扱われている『北聖社』さんが新しいYouTubeチャンネル

を開設されました！

代表の大竹さんは、宗派を超えて全国各地のご法座にご聴聞に精力的に運ばれ、

また自ら法座・学習会を立ち上げてこられました。そんな中、コロナ禍、また少子高

齢化・核家族化が進み大切にされてきたご法座の継承が困難になっている現実に

直面されました。

そこで、ご法座に誘う一つの手立てとして、宗教（仏教）に馴染みのない方にも

日々の生活の中にある仏教に関わる事をテーマに、宗派を超えて親しみやすく分

かりやすくお話しくださる僧侶の方々と動画配信を始められました。

住職も出演予定です！ 是非、左のQRコードよりチャンネル登録をお願いします

北聖社仏教チャンネル
【私を知るてがかりを⾒つける第⼀歩】



第2２回
遺言執行者の役割と選任方法
⼈⽣の終わりを迎えるにあたり、⼤切な家族や親しい⼈々に対してどのように⾃分の意思を
伝え、遺産を分配するかを考える必要があります。遺⾔は、その意思を明確にし残された⼈々
が円滑に次のステップを踏み出せるようにするための重要な⼿段です。しかし、遺⾔があるだ
けでは⼗分ではありません。その内容を確実に実⾏するためには、遺⾔執⾏者の存在が不可⽋
です。今回はキーパーソンとなる執⾏者について解説していきます。

遺⾔執⾏者とは、誰でもなれるのか
遺⾔執⾏者は、故⼈の遺志を忠実に実現するための責任を負う⼈物であり、遺産の分配や法的⼿続きを
円滑に進めるための要となります。遺⾔執⾏者の選任は、家族や親族間のトラブルを未然に防ぎ、故⼈の
意思を尊重するためのキーパーソンと⾔えます。
未成年者や破産者など法律上特定の制限がある場合には遺⾔執⾏者になることができませんが、⾔い換
えればこれら以外であれば誰でもなれるということです。

遺⾔執⾏者の役割
１．遺⾔の内容確認と実⾏
遺⾔執⾏者は、遺⾔の内容を確認し、その内容に従って財産の分配や⼿続きの実⾏を⾏います。これ
には、遺産の確認（確定）、分配、債務の⽀払い、特定の遺贈の実⾏などが含まれます。
２．相続⼈間の調整
遺⾔執⾏者は、確定した遺産を財産⽬録にまとめ、⾃⾝が執⾏者に就任したことや遺⾔の内容を相続
⼈に周知します。執⾏者は相続⼈や関係者との調整役としても機能します。相続⼈間の意⾒調整を⾏
い、円滑な⼿続きをサポートします。
３．法的⼿続きの遂⾏
必要に応じて、遺⾔執⾏者は法的⼿続きを⾏います。これには、登記⼿続きなどが含まれます。

遺⾔執⾏者の選任⽅法
１．遺⾔書による指定
遺⾔執⾏者は、遺⾔書の中で故⼈が指定することが⼀般的です。信頼できる親族や友⼈、または専⾨
家（弁護⼠、司法書⼠や⾏政書⼠など）が選ばれることが多いです。
２．家庭裁判所による選任
遺⾔書に遺⾔執⾏者の指定がない場合や、指定された遺⾔執⾏者が辞退した場合には、家庭裁判所に
申し⽴てを⾏い、裁判所が遺⾔執⾏者を選任します。
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３．専⾨家の活⽤
遺⾔の内容が複雑である場合や、相続⼈間でのトラブルが予想される場合には、専⾨家を遺⾔執⾏者
として選任することが推奨されます。専⾨家は法的知識を持ち、客観的な⽴場から⼿続きを進めること
ができます。

執⾏者が指定されていない場合のデメリット
１．⼿続きの遅延
遺⾔執⾏者が指定されていない場合、家庭裁判所に遺⾔執⾏者の選任を申し⽴てる必要があり、これ
により⼿続きが遅延する可能性があります。
２．相続⼈間の対⽴
遺⾔執⾏者がいないと、相続⼈間での意⾒の不⼀致や対⽴が⽣じやすくなります。特に、遺産分割に
関する意⾒が分かれる場合、調整が難航することがあります。
３．法的⼿続きの複雑化
遺⾔執⾏者がいない場合、相続⼈⾃⾝が法的⼿続きを⾏う必要があり、これが複雑化することがあり
ます。専⾨的な知識がないと、⼿続きがスムーズに進まない可能性があります。

執⾏者に家族を指定した場合のメリットとデメリット
１．メリット
家族を遺⾔執⾏者に指定することで、故⼈の意思を最も理解している⼈物がその実⾏を担うことがで
きます。信頼関係があるため安⼼して任せることができ、家族間でのコミュニケーションが取りやすく、
遺⾔の内容についての説明や調整がスムーズに⾏える可能性があります。そして、専⾨家に依頼する場
合に⽐べて、家族を遺⾔執⾏者に指定することで、費⽤を抑えることができる場合があります。
２．デメリット
家族が遺⾔執⾏者になることで、感情的な負担が⼤きくなる可能性があります。特に、相続⼈間での
意⾒の対⽴がある場合、精神的なストレスが増すことがあります。家族が遺⾔執⾏者になると、他の相
続⼈から公平性に対する疑念が⽣じることがあります。これが原因で、家族間の関係が悪化するリスク
があります。法的⼿続きや財産管理に関する専⾨知識が不⾜している場合、⼿続きが複雑化し、問題が
⽣じる可能性があります。

まとめ
遺⾔執⾏者は、故⼈の意思を尊重し、遺⾔の内容を実現するための重要な役割を果たします。適切な
遺⾔執⾏者を選任することは、相続⼿続きを円滑に進めるための鍵となります。遺⾔執⾏者の役割と選
任⽅法を理解し、将来の準備を進めていただければと思います。執⾏者の指定がない場合のデメリット
や、家族を指定した場合のメリットとデメリットを考慮し、最適な選択を⼼掛けましょう。

−ご意⾒・ご要望・ご質問などお気軽にお寄せ願います−

伊藤 安芸：インサイド・アウト⾏政書⼠事務所代表

（⾏政書⼠・家族信託専⾨⼠・葬祭カウンセラー）

TEL090-4051-6443 メールy-itoh@office-angei.com

リレーションシップ ID rId2 
のイメージ パーツがファイル
にありませんでした。



▶タイムテーブル

各 回 共 通

13:30〜15:00

（受付開始13:00より）

13:30 仏事作法体験

13:50 法 話

14:10 休 憩

14:20 講 演

14:50 質問タイム

15:00 終 了

日 程 講 演・法 話 テ ー マ

第４９回

５月１１日

講演 「家族信託で叶える、安心の資産管理」

法話 「安心するとは？」

第５０回

６月８日

開催50回記念特別プログラムを予定しております！詳細は

追ってご案内申し上げますので是非ご予定くださいませ🙏

第５１回

７月１３日

講演 「死後事務委任契約の重要性とその手続き」

法話 「死を縁として」

右のタイムテーブルのようにに前半（13:30〜14:10）・後半（14:20〜

15:00）に分けてありますので、どちらかのお時間だけにご参加も可能です。

当日15:00〜17:00まで事前予約制にて、個別相談（無料）を行なっていま

す。ご葬儀はじめ各種仏事のことや相続・遺言書やエンディングノートの作成な

どお気軽にお問い合わせ下さい。尚、公開講座開催日以外でもご希望の日時

を伺いご予約を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さいませ。

西敬寺 終/宗活公開講座 どなた様も
参加費不要

毎月
第2日曜日

築 地 本 願 寺

「仏さまの教え」に

6月12日（木）〜15日（日）の間、住職が出講します。

ご縁整われましたら是非お運び下さいませ。

場
所
東京都中央区築地3-15-1 電話 0120-792-048（9:00〜17:00）
朝のお話 ▶ 本堂
午前・午後・夜のお話 ▶ 聞法ホール

⽇
時

朝のお話 ▶7:00からの勤⾏に続き５分程度
【６⽉13⽇（⾦）〜15⽇（⽇)】

午前のお話▶10:30〜11:40【６⽉13⽇（⾦）〜15⽇（⽇)】
午後のお話▶13:00〜13:40【６⽉12⽇（⽊）〜29⽇（⽇)】
夜のお話 ▶19:00〜19:40【６⽉12⽇（⽊）・13⽇（⾦)】

お申し込み不要・ご聴聞無料

上記時間YouTubeにて
ライブ配信もございます。
左のQRコードを読み取っ
てご視聴下さい。

築地本願寺境内案内図

▲

聞法ホール
入口

▲

本堂入り口


